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平成２４年１月２７日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 



  （東京事案） 

１ 貨物船美晴丸乗揚 

  ２ 貨物フェリー第三南海丸衝突（防波堤） 

  ３ １件目：ケミカルタンカーSAMHO HERON貨物船GOLDEN WING衝突 

    ２件目：ケミカルタンカーSAMHO HERON貨物船千鶴丸衝突 

４ 旅客船かしま浸水 

５ 貨物船TY EVER貨物船LOFTY HOPE衝突  

６ 貨物船WIEBKE貨物船MARINE PEACE衝突 

７ モーターボートQUEENⅢ衝突（護岸） 

８ カッター（船名なし）転覆 

  （地方事務所事案） 

   函館事務所 

  ９ 漁船第三太陽丸転覆 

仙台事務所 

  10 モーターボート丸千丸遊泳者死亡 

11 漁船定安丸乗組員死亡 

12 ゴムボート（船名なし）転覆 

13 貨物船第１８松前丸乗組員死亡 

14 砂利運搬船章栄丸乗組員死亡 

15 漁船観音丸浸水 

16 ヨット２９２０１転覆 

17 ヨット３６６５転覆 

18 ヨット２８３３９転覆 

19 ヨット４３８９転覆 

   横浜事務所 

20 漁業実習船千潮丸押船第六十八さだ丸クレーン台船かいせい衝突 

21 遊漁船新幸丸漁船東岩丸衝突 

22 砂利運搬船第二十八豊栄丸乗揚 

  23 漁船幸新丸乗組員死亡 

  24 ヨットヤマトタケルⅡ乗揚（定置網） 

25 貨物船第八栄福丸油タンカー第三嘉栄丸衝突 

26 漁船第五一郎丸乗揚 

27 貨物船丸井丸乗組員死亡 

28 油タンカー眞和丸乗揚 

29 漁船庫一丸火災 

30 貨物船第七互光丸乗揚（定置網） 



神戸事務所 

31 油タンカー昭裕丸乗組員負傷 

32 プレジャーモーターボート松風乗揚 

33 漁船第十八妙聖丸火災 

34 モーターボート岩室丸沈没 

35 油タンカー栄豊丸衝突（係船施設） 

36 漁船光新丸乗組員死亡 

広島事務所 

  37 作業船第五福和丸衝突（シルト流出防止枠） 

38 ケミカルタンカー第一いく丸乗揚 

39 旅客フェリー歌戸丸プレジャーボートこまどりⅡ衝突 

40 旅客フェリー第拾壱小浦丸乗組員死亡 

41 液体貨物ばら積船第五金勢丸漁船織田丸衝突 

42 貨物船瑞鶴乗揚 

43 プレジャーボート百合丸衝突（かき筏） 

門司事務所 

44 漁船金松丸乗揚 

45 プレジャーボート隆翔丸乗組員死亡 

46 押船ツーナスⅢバージツーナスⅡ漁船松芳丸衝突 

47 漁船光徳丸漁船昭栄丸衝突 

48 プレジャーボートセツⅡ乗揚 

49 貨物船第三観音丸漁船第八十八天王丸衝突 

50 漁船松福丸転覆 

51 漁船第十一久美丸乗組員死亡 

長崎事務所 

52 漁船３１俊丸乗揚 

53 漁船第八隆洋丸火災 

54 漁船裕福丸漁船第三光聖丸衝突 

55 砂利採取運搬船第十八金栄丸乗揚 

56 漁船たか丸浸水 

那覇事務所 

57 漁船第八日昇丸漁船第八福一丸衝突 

58 漁船第一さつき丸乗揚 

59 漁船剛平丸乗揚 

60 ヨットＯＲＣＨＩＤ乗揚 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、

運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、

事故の責任を問うために行われたものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 



 

≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 貨物船TY EVER貨物船LOFTY HOPE衝突 
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船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 貨物船 TY EVER 

   ＩＭＯ番号 ９４０３９２０ 

   総 ト ン 数 ４,１０５トン 

 

   船 種 船 名 貨物船 LOFTY HOPE 

   ＩＭＯ番号 ８８８９５５５ 

   総 ト ン 数 １,４７８トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２２年２月１３日 ０７時４１分ごろ 

   発 生 場 所 関門港関門航路の福岡県北九州市門司区門司埼西方沖 

          門司埼灯台から真方位２６７°６２０ｍ付近 

          （概位 北緯３３°５７.７′ 東経１３０°５７.４′） 

 

 

                      平成２３年１２月２２日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘  

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長）   

                     委   員  庄 司 邦 昭 

                                     委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船 T Y
ティーワイ

 EVER
エ バ ー

は、船長ほか１３人が乗り組み、関門港関門航路を東進中、貨物

船LOFTY
ロフティー

 HOPE
ホ ー プ

は、船長ほか９人が乗り組み、同航路を西進中、平成２２年２月１３日

０７時４１分ごろ両船が衝突した。 

 TY EVER には、船首部に破口などが、LOFTY HOPE には、左舷後部外板に破口などが

生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２２年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官ほか１人の船舶事故調査官

を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２２年２月１３日 現場調査 

平成２２年２月１５日～１７日、１９日 口述聴取 

平成２２年４月１６日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航経過 

関門海峡海上交通センター（以下「関門マーチス」という。）が受信した TY 

EVER（以下「Ａ船」という。）、LOFTY HOPE（以下「Ｂ船」という。）及びＡ船の前

方を同航していた船舶（以下「Ｃ船」という。）の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）∗1

の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、各船の運航経過は、次のと

おりであった。 

(1) Ａ船 

① ０７時３１分０１秒、北緯３３°５６′２１.９″東経１３０°５６′

２７.８″において、船首方位０４０°（真方位、以下同じ。）、対地針路

（以下「針路」という。）０４２.７°及び速力（対地速力、以下同じ。）

９.７ノット（kn）で航行し、その後、針路約０３４～０４８°で航行し

た。 

                         
∗1  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ:Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、針路、速力、目的地、航行状態などに関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互

間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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② ０７時３７分０２秒、北緯３３°５７′０７.６″東経１３０°５７′

１４.６″において、船首方位０３２°、針路０３４.０°及び速力   

１０.５kn で航行した。 

③ ０７時３８分０２秒、北緯３３°５７′１６.９″東経１３０°５７′

２１.０″において、船首方位０３０°、針路０２６.４°及び速力   

１０.８kn で航行した。 

④ ０７時３９分５３秒、北緯３３°５７′３２.９″東経１３０°５７′

３０.６″において、船首方位０２０°、針路０２５.４°及び速力   

８.７kn で航行した。 

⑤ ０７時４０分０２秒、北緯３３°５７′３４.１″東経１３０°５７′

３１.２″において、船首方位０１０°、針路０２０.３°及び速力   

８.５kn で航行し、その後、０７時４０分３３秒、船首方位３３７°及び

針路３１９.２°、０７時４１分０２秒、船首方位３２４°及び針路  

３０１.４°、０７時４１分０６秒、船首方位３２０°及び針路    

２９８.３°で航行した。 

⑥ ０７時４１分０９秒、北緯３３°５７′４１.０″東経１３０°５７′

２４.６″において、船首方位３１３°、針路３０３.０°及び速力   

７.８kn で航行した。 

(2) Ｂ船 

① ０７時３０分０３秒、北緯３３°５８′５２.２″東経１３０°５９′

３５.９″において、船首方位２５４°、針路２５５.８°及び速力   

１０.８kn で航行した。 

② ０７時３５分０２秒、北緯３３°５８′２５.３″東経１３０°５８′

３９.４″において、針路２３３.９°及び速力１１.３kn となり、０７時

４０分０２秒、北緯３３°５７′５３.４″東経１３０°５７′３６.１″

において、速力が１４.０kn になった。 

③ ０７時４０分３０秒、北緯３３°５７′４９.３″東経１３０°５７′

３０.２″において、船首方位２２３°、針路２２７.０°及び速力   

１４.３kn で航行し、０７時４１分０２秒、船首方位２２９°、針路  

２２０.８°及び速力１５.０kn で航行した。 

④ ０７時４１分０５秒、船首方位２２４°、針路２５４.６°及び速力 

１６.６kn で航行し、０７時４１分１２秒、船首方位１９１°、針路  

２３２.０°及び速力１２.３kn で航行した。 

(3) Ｃ船 

① ０７時３０分４９秒、北緯３３°５６′５５.０″東経１３０°５６′
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５３.８″において、船首方位０３６°、針路０３９°及び速力６.７kn

で航行し、０７時３５分５８秒、針路が０２７°になり、０７時３９分 

１１秒、船首方位０４８°、針路０４４°及び速力５.０kn で航行した。 

② ０７時４０分００秒、北緯３３°５７′３９.５″東経１３０°５７′

３３.４″において、船首方位０５０°、針路０３３°及び速力４.７kn

で航行した。 

③ ０７時４１分３９秒、速力３.５kn、０７時４３分４７秒、速力３.７kn、

０７時４４分０７秒、速力３.８kn になった。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録、付表３ Ｃ船のＡＩＳ

記録 参照） 

 

 2.1.2 航海情報記録装置による運航経過 

  Ａ船の航海情報記録装置（ＶＤＲ）∗2の情報記録（以下「ＶＤＲ記録」とい

う。）中の音声及び音響情報（以下「ＶＤＲ音声等記録」という。）によれば、次の

とおりであった。 

   (1) ＶＤＲ音声等記録による運航経過 

① ０７時３９分２８秒「ポート（左舵）１０°」、０７時３９分３１秒

「ポート２０°」、０７時３９分３７秒「ハードポート（左舵一杯）」、 

０７時３９分５１秒「ミジップ（舵中央）」、０７時３９分５９秒「ステ 

ディー（回頭を止める）」、０７時４０分０２秒「ハードスターボード（右

舵一杯）」と操舵号令が発せられた。 

② ０７時４０分１０秒、擦過音のような音響が記録されていた。 

③ ０７時４０分２２秒、ハードスターボードが効かない旨の報告がなされ、

０７時４０分３０秒「ハードポート」と操舵号令が発せられた。 

④ ０７時４０分４２秒、「アスターン（後進）サー」、０７時４０分４５秒、

「フルアスターン（全速力後進）サー」の音声が、０７時４０分４８秒、

「アスターンがかからない」との音声が記録されており、その後、何度も

同じ音声が記録されていた。 

⑤ ０７時４１分０１秒に意味不明の音声と擦過音のような音響が、０７時

４１分０７秒に悲鳴が、それぞれ記録されていた。 

(2) Ａ船とＣ船の相対位置関係 

 

                         
∗2  「航海情報記録装置（ＶＤＲ:Voyage Data Recorder）」とは、船位、針路、速力、レーダー情報

等の航海に関する情報のほか、ＶＨＦ無線電話での交信、船橋内での音声等を回収可能なカプセル

内に記録することができる装置をいう。 
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① ０７時３１分０１秒ごろ、Ａ船の船首方位が０４０.０°のとき、Ｃ船

の方位（Ａ船から見たＣ船の真方位、以下同じ。）０３３.３°及び距離

（Ａ船から見たＣ船の距離、以下同じ。）０.６７海里（Ｍ）（１,２４０

ｍ）、０７時３２分０１秒ごろ、Ａ船の船首方位が０３９.０°のとき、Ｃ

船の方位０３２.３°及び距離０.６２Ｍ（１,１５０ｍ）となり、その後、

方位が左方に変わりながら接近し、０７時３８分００秒ごろ、Ａ船の船首

方位が０３０.０°のとき、Ｃ船の方位０１２.８°及び距離０.２６Ｍ

（４８０ｍ）となった。 

② ０７時３９分１５秒ごろ、Ａ船の船首方位が０２６.０°のとき、Ｃ船

の方位０１５.２°及び距離０.１５Ｍ（２８０ｍ）、０７時３９分３０秒

ごろ、Ａ船の船首方位が０２５.０°のとき、Ｃ船の方位０１７.８°及び

距離０.１３Ｍ（２４０ｍ）、０７時４０分００秒ごろ、Ａ船の船首方位が

０１３.０°のとき、Ｃ船の方位０１６.９°及び距離０.０９Ｍ（１７０

ｍ）となり、それ以後、Ａ船が左転し、０７時４０分１５秒ごろ、Ａ船の

船首方位が３５４.０°のとき、Ｃ船の方位０２５.４°及び距離０.０８

Ｍ（１５０ｍ）となった。 

（付表４ Ａ船のＶＤＲ記録 参照） 

 

 2.1.3 乗組員の口述による事故の経過 

  本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及びＢ

船の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１３人が乗り組み、平成２２年２月９日中華人民共和

国営
バイヨ

口
チャン

港を出港して大分県大分港に向かい、２月１３日早朝、関門海峡西

口付近に到着した。 

船長Ａは、０６時３０分ごろ、関門港関門第２航路西口の約３.５Ｍ北方

沖で昇橋し、一等航海士を補佐に就け、甲板手を手動操舵に当たらせ、機関

を回転数毎分（rpm）約２２０にかけ、航海速力のまま山口県下関市六連島

の西方水路を南下して関門第２航路に向かった。 

船長Ａは、関門第２航路及び関門航路の右側を東進し、大瀬戸を通過した

のち、関門航路第２６号灯浮標（以下「関門航路」を冠する灯浮標の名称に

ついては、「関門航路」を省略する。）付近において、Ａ船の船首方向を同航

していた関門港下関区に向かう旅客フェリー（以下「本件フェリー」とい

う。）が左転するために減速したので、機関の回転数を約１８０rpm に下げ

て約９.２kn の速力とし、本件フェリーに接近しないように航行した。 
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船長Ａは、第３０号灯浮標を通過した頃、本件フェリーが下関区に向けて

左転したので前方の見通しが良くなり、左舷船首方を同航していたＣ船を視

認し、その動静を見ながら関門航路の右側端付近を北東進した。 

船長Ａは、Ｃ船の速力がＡ船より遅く、Ａ船が同じ速力で航行すれば、関

門橋を通過したのちに同橋の東方１Ｍ付近の海域が広くなったところでＣ船

を追い越すことになるので、Ａ船が減速しなくても安全に航行できると考え

た。 

船長Ａは、関門橋に接近した頃、関門橋の東側から関門航路を西進してく

るＢ船を視認し、その時、Ｃ船の至近に接近したことに気付き、衝突する危

険を感じて機関を停止及び左舵一杯として左回頭を始め、Ｃ船の船尾方を右

から左に通過した。 

船長Ａは、Ｃ船の左舷船尾側に出たのち、関門航路に沿う元の針路に戻そ

うとして右舵一杯としたが、西へ向かう潮流を右舷側から受けて右回頭する

ことができずに圧流され、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、自力で関門港門司区の岸壁に着岸した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか９人が乗り組み、平成２２年２月１０日愛知県名古屋

港を出港して大韓民国光陽
クァンヤン

港に向かい、２月１２日関門海峡東口付近に到

着したところ、海上が時化
し け

ていたので、風が弱くなるまで関門海峡の通峡を

待つこととし、１３時１５分ごろ北九州市門司区部埼の南東方２Ｍ付近で錨

泊した。 

船長Ｂは、１３日０６時４５分ごろ抜錨し、一等航海士を補佐に就け、甲

板長を手動操舵に当たらせて関門航路東口に向かい、機関の回転数を航海速

力の約２４０rpm まで徐々に上げ、約１０.５kn の速力で航行した。 

船長Ｂは、関門航路に入航したのち、第３１号灯浮標付近で関門橋の西側

から反航してくるＡ船とＣ船を視認し、両船と通過するときに安全な距離を

保たなければならないと思い、関門航路の右側を西進した。 

船長Ｂは、操舵室の前面右舷側で操船に当たり、次第に強くなる西向きの

潮流によって関門橋の手前を速力約１３.８kn で航行し、関門橋を通過する

頃、Ｂ船の左舷船首方でＡ船が大きく左転しているのに気付き、一等航海士

に増速を、甲板長に右舵一杯を指示して衝突を避けようとしたが、Ｂ船の左

舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、衝突により機関が停止して航行不能となり、海上保安庁の巡視船

とタグボートの救援を得て関門港門司区の岸壁に着岸した。 
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 本事故の発生日時は、平成２２年２月１３日０７時４１分ごろで、発生場所は、門

司埼灯台から２６７°６２０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路図（拡大図） 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船首部に圧壊、左舷ベルマウスに破口、バルバスバウに凹損 

(2) Ｂ船 

左舷後部外板に破口、機関室の機器類損傷、船橋楼左舷側に圧壊、プロペラ

及びプロペラ軸に曲損、救命筏が流出 

（写真１ Ａ船の損傷状況、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

① 船長Ａ 男性 ５２歳 国籍 大韓民国 

      二級航海士免状（大韓民国発給） 

       交付年月日 ２００９年１２月１０日 

             （２０１４年１２月９日まで有効） 

② 船長Ｂ 男性 ３５歳 国籍 中華人民共和国 

      締約国資格受有者承認証 船長（カンボジア王国発給） 

   交付年月日 ２００８年１月３日 

（２０１２年９月２６日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

 船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

 １９７７年に通信士として初めて乗船し、１９９７年に TAIYOUNG 

SHIPPING CO.,LTD.（以下｢Ａ社｣という。）へ入社して三等航海士になっ

たのち、順次昇進して２００７年３月に船長になった。 

 三等航海士の頃から日本の諸港に寄港し、関門海峡の通峡経験は豊富

であり、Ａ船には、２０１０年２月５日に乗船した。 

ｂ 健康状態 
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 良好であった。 

② 船長Ｂ 

 船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

１９９７年に船員として初めて乗船し、航海士を経て２００７年に船長

免許を取得したのち、同年７月に日本、大韓民国及び中華人民共和国間の

航路で運航される貨物船の船長になった。 

２０００年から日本の諸港に寄港し、関門海峡の通峡経験は豊富であり、

Ｂ船には、２０１０年１月２９日に乗船した。 

ｂ 健康状態 

良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番号  ９４０３９２０ 

船 籍 港  ＪＥＪＵ（大韓民国） 

船舶所有者  Ａ社（大韓民国） 

 船   級  KOREAN REGISTER OF SHIPPING（KR） 

総 ト ン 数  ４,１０５トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ９９.３０ｍ×１７.００ｍ×８.５０ｍ 

船   質  鋼 

機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  ２,６４７kＷ（連続最大） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  ２００６年１１月８日 

乗 組 員  １４人（大韓民国籍８人、フィリピン共和国籍６人） 

(2) Ｂ船 

ＩＭＯ番号  ８８８９５５５ 

船 籍 港  ＰＨＮＯＭ ＰＥＮＨ（カンボジア王国） 

船舶所有者  LOFTY HOPE SHIPPING CO.,LIMITED（マーシャル諸島共和

国） 

総 ト ン 数  １,４７８トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ７４.００ｍ×１２.００ｍ×６.９０ｍ 

船   質  鋼 
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機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  ７３５kＷ（連続最大） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

建 造 年 月  １９９５年１月 

乗 組 員  １０人（全員中華人民共和国籍） 

(3) Ｃ船 

ＩＭＯ番号  ８７０３６３４ 

旗   国  カンボジア王国 

船舶所有者  TOPGOLD SHIPPING CO.,LTD.（中華人民共和国香港特別行

政区） 

総 ト ン 数  １,９６７トン 

建 造 年  １９８７年 

 

 2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

 船長Ａの口述によれば、ドロマイト∗3約５,８９８ｔを積載し、船首約 

６.３０ｍ、船尾約７.０５ｍの喫水であった。 

(2) Ｂ船 

 船長Ｂの口述によれば、スクラップ約２,０１５ｔを積載し、船首約  

４.３５ｍ、船尾約５.２０ｍの喫水であった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

Ａ船は、２個の貨物倉を有する船尾船橋型貨物船であり、操舵室には、中

央部に操舵装置、右舷側に機関等の制御盤、左舷側の内側から順に１号レー

ダー及び２号レーダーが設置されているほか、ＶＤＲ、ＧＰＳ∗4、ＡＩＳ等

が装備されており、ＧＰＳのアンテナは、操舵室屋上の露天甲板右舷端に取

り付けられていた。 

操縦性能表によれば、全速力前進で航行中に全速力後進をかけたとき、機

関が全速力後進の回転数になるまでの時間が２１６秒、船体が停止するまで

                         
∗3  「ドロマイト」とは、主成分がＣａＭｇ（ＣＯ３）２の白雲石と称される鉱石のことをいい、セメ

ントの原材料となる。 
∗4  「ＧＰＳ」とは、Global Positioning System の略記であり、複数の人工衛星からの電波を受信

してそれぞれの衛星との距離を割り出すことにより、自船の位置を正確に割り出すことができる全

世界測位システムをいう。 
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の時間が２３４秒、船体の進出距離が１,０１７.６ｍであり、一般配置図に

よれば、機関とプロペラ軸との間にクラッチは装備されていなかった。 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体及び機器類に不具合又は故障は

なかった。 

（写真２ Ａ船の船橋 参照） 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、１個の貨物倉を有する船尾船橋型貨物船であり、操舵室には、中

央部に操舵装置、右舷側に機関の制御盤や各種スイッチ類、左舷側にレー 

ダー２台、操舵装置左前方の天井にＧＰＳが装備されているほか、右舷後方

の作業台にＡＩＳ等が設置されていた。 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、船体及び機器類に不具合又は故障は

なかった。 

（写真３ Ｂ船 参照） 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 本事故発生場所の南西方約３,３００ｍに位置する下関地方気象台による

事故当時の観測値は、次のとおりであった。 

０７時００分 風向 東南東、風速 １.２m/s、気温 ４.２℃ 

０８時００分 風向 東南東、風速 １.１m/s、気温 ５.２℃ 

(2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、門司における事故当時の潮汐は、上げ

潮の末期であり、関門海峡（早鞆瀬戸）における潮流は、０６時１７分が転

流時、０９時０８分が西流の最強時で流速が７.４kn であった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時の気象及び海象は、次のとおりで

あった。 

(1) 船長Ａ 

天気は曇り、風向は北東で風力３、潮流信号所の信号は、関門第２航路入

航時から潮流が次第に強くなることを示しており、本事故の発生時には、約

５kn の西流であった。 

(2) 船長Ｂ 

天気は雲が少しかかっており、風向は北寄りで風速約６～７m/s、視界は

良好、波高は１ｍ未満であり、西向きの潮流が次第に強くなっていた。 
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２.７ 事故水域等に関する情報 

2.7.1  事故水域の状況 

海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌（平成２１年３月刊行）によれば、次のとおり

である。 

関門海峡は瀬戸内海の最西部、部埼から六連島に至る長さ約１５Ｍの海峡で、瀬

戸内海の西口を成す重要な港湾である。海峡のほとんどが関門港の港域で、港則法

により関門航路が定められている。 

  この海峡は湾曲部が多く、可航幅は広いところで１Ｍ前後、最狭部は約５００ｍ

に過ぎない。潮流は強く、船舶交通量も極めて多い。 

  東口の部埼、早鞆瀬戸の火ノ山下及び西口の竹ノ子島台場鼻に潮流信号所があり、

早鞆瀬戸における流向、流速等を電光掲示板により表示している。 

  

 2.7.2  事故水域の潮流の状況 

第七管区海上保安本部の情報によれば、次のとおりであった。 

早鞆瀬戸では、北九州市門司区及び下関市壇之浦のほぼ高潮時に西流が最強とな

り、ほぼ低潮時に東流が最強となる。 

早鞆瀬戸の門司埼付近における潮流の流速が最も速い範囲（最強流速域）は、次

のとおりであり、門司埼沖から伸びる潮目の北ないし西側（航路中央寄り）に拡 

がっている。また、潮目の付近では流速差が大きく、潮目の南東側に当たる門司側

の航路側線付近は、流速が大幅に低下し、潮流の影響が少なくなっている。 

(1) 東流時 

門司埼付近から下関寄りの関門航路に沿って北東に約１,２００ｍ、幅約

２００～３００ｍの範囲 

(2) 西流時 

門司埼付近から下関寄りの関門航路に沿って南西に約２,０００ｍ、幅約

１５０～３００ｍの範囲 

（付図３ 関門港門司埼付近における潮流分布図（西流７kn 時）、付図４ 関門港

門司埼付近における潮流分布図（東流６kn 時） 参照） 

 

２.８ 見張り及び操船の状況 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

船長Ａは、本件フェリーの前方にＣ船が同航していることをレーダーで知っ

ており、本件フェリーが下関方面に向けて左転するまでは、本件フェリーに注

意を向け、本件フェリーが下関方面に向けて左転するために減速したとき、Ａ
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船も減速して航行した。 

船長Ａは、本件フェリーが左転して船首方の見通しが良くなったのち、Ｃ船

に注意を向け、Ａ船の速力よりＣ船の速力が遅く、関門橋の約１Ｍ東方の広く

なっている海域で追い越すことになると推測していたことから、減速しなくて

も安全に航行できると思っていた。 

船長Ａは、関門橋に接近した頃、Ｃ船に接近したことに気付いて衝突の危険

を感じた。 

船長Ａは、機関を停止し、左舵一杯をとってＣ船の船尾方を右から左へ通過

したのち、右舵一杯をとって関門航路に沿う元の針路に戻そうとしたが、右舷

側から西流を受けて右回頭ができず、関門航路に対して横向きの態勢になった

ので、再び左舵一杯とした。また、船長Ａは、機関を後進にかけようとしたが、

後進がかかる前にＢ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂは、第３１号灯浮標付近でＡ船及びＣ船を視認し、両船との通過距離

を保つため、関門航路の右側を航行した。 

船長Ｂは、Ａ船が左舷船首３０°０.１Ｍ付近になったとき、Ａ船が左転を

始めたことに気付き、さらに、Ａ船の左転が大きくなったので、衝突を避ける

ことができないと思ったものの、機関の回転数を上げて右舵一杯とし、衝突回

避を試みた。 

Ｂ船は、少し右転したとき、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

 ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、０７時３１分ごろ、関門港関門航路の第３０号灯浮標付近を針

路約０４３°及び速力約９.７kn で航行中、船長Ａが、左舷船首７°  

０.６７Ｍ（１,２４０ｍ）付近に位置していた同航するＣ船を視認した。 

② 船長Ａは、Ａ船がＣ船より速いことから、関門橋東方の広い海域で追い

越すこととなるものと思い込み、速力を保持して航行したが、０７時３９

分２８秒ごろ、関門橋の約３５０ｍ西側でＣ船に接近したことに気付き、
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衝突の危険を感じてＣ船を避けるため、機関を停止して左舵１０°から左

舵一杯とした。 

Ｃ船は、０７時３９分３０秒ごろＡ船の左舷船首７°０.１３Ｍ  

（２４０ｍ）付近に位置していた。 

③ 船長Ａは、０７時４０分ごろ、Ａ船がＣ船の船尾方を右から左へ通過し

たのち、Ｃ船が右舷船首４°０.０９Ｍ（１７０ｍ）付近に位置したとき、

関門航路に沿う針路に戻すために右舵一杯としたが、右回頭をすることが

できず、０７時４０分３０秒ごろ、再び左舵一杯として機関を後進とした

が、機関が後進にかかる前にＢ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、０６時４５分ごろ部埼南東沖の錨地を出発し、航海速力とした

のち、関門航路に入航して西進した。 

② 船長Ｂは、０７時３５分ごろ第３１号灯浮標付近を針路約２３４°及び

速力約１１.３kn で航行中、Ａ船とＣ船とを視認し、両船と左舷を対して

通過する際の距離を保つため、関門航路の右側を航行した。 

③ Ｂ船は、関門橋を通過する頃、Ａ船が左舷船首方で左転を始めたことに

気付き、機関の回転数を上げて右舵一杯として衝突を避けようとしたが、

Ａ船と衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

 2.1.1 から、Ａ船及びＢ船は、０７時４１分ごろＡＩＳ記録による針路及び速力

が同時刻以前の状況から変化していることにより、同時刻に衝突したものと考えら

れることから、本事故の発生日時は、平成２２年２月１３日０７時４１分ごろで、

発生場所は、門司埼灯台から２６７°６２０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

 ２.１及び 3.1.2 から、Ａ船が船首方位約３１３°、針路約３０３.０°及び速力

約７.８kn で航行中、Ｂ船が右転中、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し

たものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

 ２.４から、船長Ａは、適法で有効な海技免状を有し、船長Ｂは、適法で有効な

締約国資格受有者承認証を有していた。 
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 3.2.2 船舶の状況 

 2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象及び海象の状況 

 ２.６から、本事故当時、事故発生場所付近では、天気は曇り、風向は北東、風

力は３、視界は良好であり、潮流は西流約５kn、波高は１ｍ未満であったものと考

えられる。 

 

 3.2.4 操船状況 

 ２.１、2.5.3、２.８及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、関門港関門航路の第３０号灯浮標付近を東進中、船長Ａが、 

０７時３１分ごろ船首方０.６７Ｍ（１,２４０ｍ）付近に位置していた同

航するＣ船を視認したものと考えられる。 

② 船長Ａは、Ａ船がＣ船より速く、その速力差から関門橋東方の広い海域

でＣ船を追い越すこととなるものと思い込んだ可能性があると考えられる。 

③ 船長Ａは、上記②記載の思い込みから速力を保持して関門橋西側を航行

中、０７時３９分２８秒ごろ、Ｃ船に接近したことに気付き、衝突の危険

を感じてＣ船を避けるため、機関を停止し、左舵１０°から左舵一杯とし

て左転したものと考えられる。Ｃ船は、０７時３９分３０秒ごろＡ船の左

舷船首方約０.１３Ｍ（約２４０ｍ）に位置していたものと考えられる。 

④ 船長Ａは、Ｃ船の船尾方を右から左へ通過したのち、関門航路に沿う針

路に戻そうとして右舵一杯としたが、右回頭ができず、再び左舵一杯とし

て機関を後進にかけたものの、Ｂ船の前路に向けて航行し、機関が後進に

かかる前にＢ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、Ｃ船との衝突を避けるために左転したことから、右舷側に約５

kn の西流の潮流を受け、機関を停止していたこともあり、右舵一杯とし

ても右回頭ができなかったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、関門航路の右側を航行中、西流の潮流により約１４kn の速力

で関門橋に接近したものと考えられる。 

② 船長Ｂは、関門橋を通過する頃、左舷船首方のＡ船が左転を始めたのに

気付き、衝突を避けることはできないと思ったものの、機関の回転数を上

げて右舵一杯とし、衝突を避けようとしたが、Ａ船と衝突したものと考え
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られる。 

(3) Ｃ船 

 Ｃ船は、関門航路の中央寄りを航行しており、０７時３１分ごろには、Ａ

船の前方０.６５Ｍ（１,２００ｍ）付近を約６.７kn の速力で航行していた

が、関門橋に接近するに従って西流の潮流が約５kn となって速力が低下し、

０７時４０分ごろ４.７kn の速力となって後続するＡ船との距離が約   

０.０９Ｍ（約１７０ｍ）となり、０７時４１分ごろ関門橋を通過した。 

Ｃ船は、０７時４１分３９秒ごろ速力が３.５kn に低下し、０７時４３分

ごろ関門橋の約３５０ｍ東方付近から速力が上がり始めた。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

 ２.１、２.７、３.１、3.2.4 及びから、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、関門航路の第３０号灯浮標付近を東進中、船長Ａが、０７時３１

分ごろ船首方０.６７Ｍ（１,２４０ｍ）付近に位置していた同航するＣ船を

視認したものと考えられる。 

(2) 船長Ａは、Ａ船がＣ船より速く、その速力差から関門橋東方の広い海域で

Ｃ船を追い越すこととなるものと思い込んだ可能性があると考えられる。 

(3) Ｃ船は、関門航路の中央寄りを航行し、関門橋に接近するに従って西流の

潮流が約５kn となり、速力が低下したものと考えられる。 

(4) 船長Ａは、上記(2)記載の思い込みから速力を保持して関門橋西側を航行

中、０７時３９分２８秒ごろ、Ｃ船に接近したことに気付き、衝突の危険を

感じてＣ船を避けるために機関を停止し、左舵１０°から左舵一杯としたが、

Ｃ船は、０７時３９分３０秒ごろＡ船の左舷船首方約０.１３Ｍ（約２４０

ｍ）に位置していたものと考えられる。 

(5) 船長Ａは、Ａ船がＣ船の船尾方を右から左へ通過したのち、関門航路に沿

う針路に戻そうとして右舵一杯としたが、右舷側に約５kn の西流の潮流を

受け、機関を停止していたこともあり、右回頭ができず、再び左舵一杯とし

て機関を後進にかけたものの、Ｂ船の前路に向けて航行し、機関が後進にか

かる前にＢ船と衝突したものと考えられる。 

(6) Ｂ船は、関門航路の右側を西進中、船長Ｂが、関門橋を通過する頃、左舷

船首方のＡ船が左転を始めたことに気付き、衝突を避けることはできないと

思ったものの、機関の回転数を上げて右舵一杯とし、衝突を避けようとした

が、Ａ船と衝突したものと考えられる。 
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４ 原 因 
 

 本事故は、関門港関門航路において、Ａ船が東進中、Ｂ船が西進中、船長Ａが、関

門橋付近で先行するＣ船に接近したため、Ｃ船を避けようとして左転したのち、関門

航路に沿う針路に戻そうとしたが、右転できず、Ａ船がＢ船の前路に向けて航行し、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船がＣ船に接近したのは、船長Ａが、Ｃ船を視認し、Ａ船との速力差からＡ船が

関門橋東方の広い海域でＣ船を追い越すことになるものと思い込み、速力を保持して

航行したことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

  本事故は、関門航路の関門橋付近において、東進するＡ船が、Ｂ船が反航している

状況下、先行するＣ船に接近したことから、Ｃ船を避けるために左転してＢ船と衝突

したものと考えられる。 

本事故が発生した関門橋付近は、関門海峡の最狭部であることから、潮流が速くな

り、また、潮流が西流の場合、東進する先行船が航路中央寄りを航行し、後続船が門

司側寄りの航路側線付近を航行しているときは、関門橋の西側では、航路中央付近は

流速が速く、門司側の航路側線付近は流速が大幅に低下しており、先行船は関門橋に

接近するのにしたがって潮流の影響を受けて速力低下が大きくなり、後続船は先行船

に接近しやすくなる。 

したがって、関門橋の西側を潮流が西流の状況で東進する場合は、先行船の速力変

化及び船間距離に注意してできる限り先行船の正船尾方を安全な距離を保って航行し、

並列航行や追い越し状態とならないようにして関門航路の右側を航路に沿って航行す

ることが必要であるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ 推定航行経路図（拡大図） 
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付図３ 関門港門司埼付近における潮流分布図 
（西流７kn 時） 

（資料提供:第七管区海上保安本部海洋情報部） 
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付図４ 関門港門司埼付近における潮流分布図 
（東流６kn 時） 

（資料提供: 第七管区海上保安本部海洋情報部） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

緯度（北緯） 

（°-′-″） 

経度（東経） 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

針 路 

（°） 

速 力 

（kn） 

07:31:01 33-56-21.9 130-56-27.8 040 042.7 9.7 

07:32:01 33-56-29.2 130-56-35.6 039 040.1    9.7 

07:33:01 33-56-36.6 130-56-43.3 040 042.0    9.8 

07:34:01 33-56-43.6 130-56-51.7 040 047.4    9.9 

07:35:01 33-56-50.5 130-57-00.4 031 042.5   10.0 

07:36:02 33-56-59.0 130-57-07.6 031 034.5   10.2 

07:37:02 33-57-07.6 130-57-14.6 032 034.0   10.5 

07:38:02 33-57-16.9 130-57-21.0 030 026.4   10.8 

07:39:02 33-57-26.0 130-57-26.7 027 027.0    9.7 

07:39:53 33-57-32.9 130-57-30.6 020 025.4    8.7 

07:40:02 33-57-34.1 130-57-31.2 010 020.3    8.5 

07:40:15 33-57-35.9 130-57-31.4 354 357.7    8.1 

07:40:33 33-57-38.1 130-57-30.1 337 319.2    8.7 

07:40:45 33-57-39.4 130-57-28.3 332 306.9    9.0 

07:41:02 33-57-40.7 130-57-25.6 324 301.4    9.0 

07:41:06 33-57-40.9 130-57-25.1 320 298.3    8.9 

07:41:09 33-57-41.0 130-57-24.6 313 303.0    7.8 

07:41:12 33-57-41.3 130-57-24.3 305 299.0    7.7 

（注） 船位（緯度、経度）は、Ａ船のＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

緯度（北緯） 

（°-′-″） 

経度（東経） 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

針路 

（°） 

速力 

（kn） 

07:30:03 33-58-52.2 130-59-35.9 254 255.8 10.8 

07:31:02 33-58-48.7 130-59-23.7 247 248.1   10.7 

07:32:02 33-58-44.0 130-59-12.2 235 241.1   10.7 

07:33:03 33-58-38.0 130-59-01.3 235 237.5   10.9 

07:34:02 33-58-31.8 130-58-50.5 233 234.7   11.1 

07:35:02 33-58-25.3 130-58-39.4 233 233.9   11.3 

07:36:02 33-58-18.8 130-58-28.1 237 237.5   11.6 

07:37:02 33-58-12.7 130-58-15.9 240 241.1   11.9 

07:38:02 33-58-06.7 130-58-03.1 240 239.1   12.5 

07:39:02 33-58-00.5 130-57-49.7 238 240.3   13.1 

07:40:02 33-57-53.4 130-57-36.1 229 233.1   14.0 

07:40:30 33-57-49.3 130-57-30.2 223 227.0   14.3 

07:40:43 33-57-47.1 130-57-27.5 222 224.3   14.7 

07:41:02 33-57-43.4 130-57-23.4 229 220.8   15.0 

07:41:05 33-57-43.0 130-57-22.5 224 254.6   16.6 

07:41:12 33-57-42.2 130-57-21.1 191 232.0   12.3 

（注） 船位（緯度、経度）は、Ｂ船のＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表３ Ｃ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

緯度（北緯） 

（°-′-″） 

経度（東経） 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

針路 

（°） 

速力 

（kn） 

07:30:49 33-56-55.0 130-56-53.8 036 039 6.7 

07:31:49 33-57-00.1 130-56-58.7 036 038   6.7 

07:32:59 33-57-06.2 130-57-04.1 037 035    6.5 

07:34:58 33-57-16.6 130-57-13.1 038 034    6.6 

07:35:58 33-57-22.1 130-57-17.2 041 027    6.5 

07:38:00 33-57-32.0 130-57-25.6 048 043    5.5 

07:39:11 33-57-36.4 130-57-30.7 048 044    5.0 

07:40:00 33-57-39.5 130-57-33.4 050 033    4.7 

07:41:00 33-57-43.4 130-57-36.1 048 028    4.0 

07:41:39 33-57-45.5 130-57-37.7 052 031    3.5 

07:42:00 33-57-46.6 130-57-38.5 057 030    3.5 

07:42:30 33-57-47.8 130-57-39.9 066 054    3.5 

07:43:47 33-57-49.7 130-57-44.8 072 065    3.7 

07:44:07 33-57-50.3 130-57-46.2 073 065    3.8 

（注） 船位（緯度、経度）は、Ｃ船のＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表４ Ａ船のＶＤＲ記録 
 

時 刻 

(時:分:秒) 

Ａ船 Ａ船から見たＣ船

の方位及び距離 

（°）（Ｍ（ｍ））

Ｃ船の速力 

（kn） 

音声等 

(07 時 39 分 28

秒以降) 

船首方位 

（°） 

速力 
（kn） 

07:31:01 040.0 9.7 033.3
0.67

（1,240）
6.7 

 

07:32:01 039.0 9.7 032.3
0.62

（1,150）
6.5 

 

07:36:00 031.0 10.2 019.3
0.42

（780） 
6.5 

 

07:38:00 030.0 10.8 012.8
0.26

（480） 
5.5 

 

07:39:00 028.0 9.8 016.4
0.18

（330） 
5.1 

 

07:39:15 026.0 9.5 015.2
0.15

（280） 
5.0 

 

07:39:28      ポート 10° 

07:39:30 025.0 9.1 017.8
0.13

（240） 
5.1 

 

07:39:31      ポート 20° 
07:39:37      ハードポート 

07:39:45 024.0 9.1 017.5
0.11

（200） 
5.1 

 

07:39:51      ミジップ 
07:39:59      ステディー 

07:40:00 013.0 8.6 016.9
0.09

（170） 
4.7 

 

07:40:02      
ハードスター
ボード 

07:40:10      
擦過音のような
音響（音源不
明） 

07:40:15 354.0 8.1 025.4
0.08

（150） 
4.3 

 

07:40:22      
ハードスター
ボードが効かな
い 

07:40:30 339.0 8.6 044.7
0.09

（1,240）
4.1 

ハードポート 

07:40:42      アスターンサー

07:40:45 332.0 9.0 064.6
0.11

（200） 
4.1 

フルアスターン
サー 

07:40:48      
アスターンがか
からない（以下
数回） 

07:41:01      
音声と擦過音
（音源不明） 

07:41:07      悲鳴 

      
両船が関門マー
チスを喚呼 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船橋 

 

 

 

Ｂ船の損傷状況 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 


